
２
０
２
４
年
を
迎
え
ま
し
た
。

昨
年
は
皆
様
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
と

心
強
い
ご
声
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
年
も
「
あ
つ
ぎ
・
九
条
の
会
」
へ
の

ご
協
力
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

年
初
に
当
た
り
ま
し
て
、
九
条
を
掲
載

し
条
文
を
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
こ
糸
が
切
れ
て

迷
走
と
暴
走
の
自
民
党
政
治

～
死
の
商
人
～

私
達
が
愛
す
べ
き
九
条
を
軽
視
し
、

「
緊
急
事
態
条
項
」
を
改
憲
で
企
み
、
独

裁
色
を
強
め
る
自
民
党
政
権
の
暴
走
が
年
々

強
ま
っ
て
い
る
。

安
部
元
首
相
は
自
民
党
が
堅
持
し
た
専

守
防
衛
を
投
げ
捨
て
、
岸
田
首
相
は
敵
基

地
を
攻
撃
す
る
米
国
製
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の

購
入
、
沖
縄･

南
西
諸
島
へ
の
ミ
サ
イ
ル

基
地
建
設
拡
大
、
国
内
の
米
軍
基
地
と
自

衛
隊
基
地
で
の
実
弾
訓
練
、
米
軍
オ
ス
プ

レ
イ
の
墜
落
事
故
に
口
も
手
も
出
せ
な
い

米
軍
支
配
下
の

防
衛
省
、
そ
し

て
殺
傷
能
力
の

あ
る
日
本
製
武

器

輸

出

の

解

禁

、
日
本
は

死
の
商
人
の
国

へ
踏
み
出
し
た
。

政
治
資
金
規

正
法
違
反
の
パ
ー

テ
ィ
券
売
上
げ
不
記
載
で
、
議
員
側
が
裏

金
と
し
て
着
服
し
た
疑
惑
が
告
発
さ
れ
、

東
京
地
検
特
捜
部
が
捜
査
に
着
手
し
た
。

自
民
党
５
人
衆
と
言
わ
れ
た
一
人
の
松
野

博
一
前
官
房
長
官
を
含
む
、
安
部
派
幹
部

と
多
数
の
自
民
議
員
の
関
与
が
明
る
み
に
。

疑
惑
を
問
わ
れ
「
答
え
は
差
し
控
え
ま
す
」

を
繰
り
返
す
だ
け
で
、
国
民
は
な
め
ら
れ
っ

ぱ
な
し
。
捜
査
が
事
務
所
、
自
宅
、
秘
書
、

そ
し
て
本
人
に
及
ぶ
と
、
大
臣
や
役
職
を

一
斉
に
辞
任
し
、
説
明
責
任
も
果
た
さ
ず

逃
げ
隠
れ
て
沈
黙
。
自
分
の
行
為
に
向
け

ら
れ
た
疑
惑
に
対
し
説
明
責
任
す
ら
果
た

せ
な
い
自
民
党
議
員
、
そ
の
場
任
せ
の
無

責
任
さ
で
日
本
が
ジ
ワ
リ
と
戦
争
す
る
国

へ
転
が
っ
て
い
る
。

九
条
違
反
を
語
ら
な
い
武
器
輸
出

昨
年
の
朝
日
（
12
月
23
日
朝
刊
）
１
面

に
「
殺
傷
兵
器
の
輸
出
解
禁
」
、
３
面
に

は
「
平
和
国
家
薄
れ
る
理
念
」
、
４
面
で

「
防
衛
費
７
・
９
兆
円
過
去
最
大
」
、
さ

ら
に
35
面
で
は
「
平
和
『
破
壊
す
る
道
』
」

の
見
出
し
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

武
器
輸
出
解
禁
第
1
号
は
米
国
向

け
で
、
地
対
空
ミ
サ
イ
ル
「
パ
ト
リ

オ
ッ
ト
」
。
中
国
、
台
湾
等
を
想
定

し
た
有
事
に
、
政
府
は
同
志
国
と
の

連
携
に
武
器
輸
出
が
不
可
欠
と
し
、

ま
た
そ
れ
は
日
本
の
防
衛
産
業
（
軍

事
産
業
）
を
育
て
る
狙
い
も
あ
る
、

と
の
政
、
府
発
表
の
解
説
。

一
方
35
面
は
外
国
で
紛
争
解
決
に

携
わ
る
人
た
ち
は
、
「
心
の
支
え
は
日
本

国
憲
法
が
掲
げ
た
平
和
主
義
だ
っ
た
」
、

「
武
器
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
信
頼
さ

れ
て
い
た
」
、
な
ど
を
紹
介
し
た
。

日
本
製
武
器
輸
出
は
、
在
来
型
兵
器
不

足
を
補
充
す
る
た
め
に
米
国
の
要
請
に
従
っ

た
決
定
で
、
解
禁
の
主
導
は
自
民
・
公
明

の
実
務
者
で
、
国
会
審
議
も
経
ず
非
公
開

の
密
室
で
行
わ
れ
た
。

殺
傷
力
の
あ
る
日
本
製
武
器
で
人
が
殺

さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

主
権
者
と
し
て
の
自
覚

同
日
掲
載
の
「
多
事
奏
論
」
で
、
高

橋
純
子
編
集
委
員
は
「
こ
の
ど
ん
詰
ま

り
感
に
対
し
て
、
ど
ん
な
政
治
を
望
む

の
か
、
ど
ん
な
社
会
に
生
き
た
い
か
、

実
現
可
能
性
は
脇
に
置
き
、
ま
ず
は
口

に
し
て
み
る
こ
と
」
、
「
こ
の
混
沌
は

間
違
い
な
く
新
し
い
政
治
実
現
の
好
機
」
、

「
主
権
者
の
み
な
さ
ん
、
フ
ァ
イ
ト
！
」

と
、
選
挙
権
を
持
つ
主
権
者
の
私
た
ち

を
激
励
し
て
い
ま
す
。

「
九
条
改
憲
『
発
議
』
NO
!
」
「
憲

法
九
条
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
！
」
の

声
を
粘
り
強
く
続
け
ま
し
ょ
う
。

（
北
川
和
麿
）

能
登
半
島
地
震

ニ
ュ
ー
ス
編
集
中
に
石
川
県
で
最
大

震
度
７
を
観
測
し
た
能
登
半
島
地
震
が

発
生
し
、
多
く
の
犠
牲
者
が
で
て
い
ま

す
。
安
否
不
明
者
も
ま
だ
沢
山
お
ら
れ

ま
す
。
一
日
も
早
い
救
出
と
被
災
者
支

援
が
急
が
れ
て
い
ま
す
。
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

２
０
２
４
年
の
年
頭
に
訴
え
ま
す

・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ガ
ザ
の
戦
争
が
早
く
停
戦
し
ま
す
よ
う
に

・
改
憲
論
議
で
は
な
く
政
治
と
金
の
徹
底
究
明
を

・
世
界
の
地
球
温
暖
化
の
政
策
が
前
進
し
ま
す
よ
う
に
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選
挙
区
の
一
票
の
格
差
が
最
大
３
．
０

３
倍
だ
っ
た
一
昨
年
夏
の
参
院
選
に
つ
い

て
、
最
高
裁
は
合
憲
と
判
断
し
ま
し
た
。

国
の
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
14
条
は
「
す

べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て

（
中
略
）
差
別
さ
れ
な
い
」
、
と
謳
っ

て
い
ま
す
。

「
な
ぜ
３
．
０
３
倍
も
あ
る
の
に
平

等
な
の
か
？
」
。
子
ど
も
達
に
そ
う
尋
ね

ら
れ
た
ら
、
ど
う
答
え
た
ら
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。
「
子
ど
も
と
大
人
の
世
界
で
は
同

じ
言
葉
で
も
意
味
合
い
が
違
う
ん
だ
よ
」

と
言
う
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
子
ど

も
達
は
納
得
す
る
で
し
ょ
う
か
。
安
倍
内

閣
が
、
野
党
が
求
め
た
臨
時
国
会
の
召
集

に
応
じ
な
か
っ
た
の
は
、
53
条
に
違
反
す

る
の
で
は
な
い
か
？
と
の
判
決
で
、
こ
れ

も
最
高
裁
は
「
合
憲
」
と
の
判
断
を
し
ま

し
た
。
条
文
の
中
に
「
要
求
が
あ
れ
ば
内

閣
は
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ

る
の
に
で
す
。
99
条
「
国
務
大
臣
、
国
会

議
員
は
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を

負
ふ
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
安
倍
元
首
相

は
、
率
先
し
て
改
憲
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
様
な
現
在
の
日
本
。

憲
法
を
軽
視
し
続
け
る
自
民
党
政
権
。

そ
れ
を
阻
止
で
き
な
い
司
法
。
法
治
国

家
と
は
名
ば
か
り
の
無
法
国
家
状
態
下
で

育
つ
子
ど
も
達
。

彼
ら
に
正
常
な
形
で
憲
法
と
い
う
バ
ト

ン
を
渡
す
日
は
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

を
生
き
る
我
々
大
人
の
責
任
は
重
大
で
す
。

（
中
村
祐
一
）

選
挙
区
の
一
票
の
格
差
が
最
大
３
．
０

３
倍
だ
っ
た
一
昨
年
夏
の
参
院
選
に
つ
い

て
、
最
高
裁
は
合
憲
と
判
断
し
ま
し
た
。

国
の
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
14
条
は
「
す

べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て

（
中
略
）
差
別
さ
れ
な
い
」
、
と
謳
っ

て
い
ま
す
。

「
な
ぜ
３
．
０
３
倍
も
あ
る
の
に
平

等
な
の
か
？
」
。
子
ど
も
達
に
そ
う
尋
ね

ら
れ
た
ら
、
ど
う
答
え
た
ら
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。
「
子
ど
も
と
大
人
の
世
界
で
は
同

じ
言
葉
で
も
意
味
合
い
が
違
う
ん
だ
よ
」

と
言
う
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
子
ど

も
達
は
納
得
す
る
で
し
ょ
う
か
。
安
倍
内

閣
が
、
野
党
が
求
め
た
臨
時
国
会
の
召
集

に
応
じ
な
か
っ
た
の
は
、
53
条
に
違
反
す

る
の
で
は
な
い
か
？
と
の
判
決
で
、
こ
れ

も
最
高
裁
は
「
合
憲
」
と
の
判
断
を
し
ま

し
た
。
条
文
の
中
に
「
要
求
が
あ
れ
ば
内

閣
は
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ

る
の
に
で
す
。
99
条
「
国
務
大
臣
、
国
会

議
員
は
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を

負
ふ
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
安
倍
元
首
相

は
、
率
先
し
て
改
憲
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
様
な
現
在
の
日
本
。

憲
法
を
軽
視
し
続
け
る
自
民
党
政
権
。

そ
れ
を
阻
止
で
き
な
い
司
法
。
法
治
国

家
と
は
名
ば
か
り
の
無
法
国
家
状
態
下
で

育
つ
子
ど
も
達
。

彼
ら
に
正
常
な
形
で
憲
法
と
い
う
バ
ト

ン
を
渡
す
日
は
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

を
生
き
る
我
々
大
人
の
責
任
は
重
大
で
す
。

（
中
村
祐
一
）

第
二
章

戦
争
の
放
棄

〔
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
及
び
交
戦
権

の
否
認
〕

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩

序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の

行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手

段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄

す
る
。

２

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ

を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ

れ
を
認
め
な
い
。

第
二
章

戦
争
の
放
棄

〔
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
及
び
交
戦
権

の
否
認
〕

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩

序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の

行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手

段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄

す
る
。

２

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ

を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ

れ
を
認
め
な
い
。



岸
田
政
権
は
昨
年
末
に
軍
事
費
が
過
去

最
大
と
な
る
７
兆
９
４
９
６
億
円
と
い
う

８
兆
円
に
迫
る
大
軍
拡
の
24
年
度
当
初
予

算
案
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

軍
事
力
で
安
全
保
障
が
出
来
な
い
こ
と

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
の
事
態
か
ら
も
明

ら
か
で
、
軍
拡
や
敵
基
地
攻
撃
で
は
な
く
、

平
和
外
交
に
よ
る
緊
張
緩
和
こ
そ
必
要

（

安
保
法
制
の
廃
止
と
立
憲
主
義
の
回

復
を
求
め
る
市
民
連
合

運
営
委
員
・
中

野
晃
一
上
智
大
教
授
）
。

平
和
構
想
提
言
会
議
の
声
明

昨
年
末
の
12
月
11
日
、
国
際
政
治
や
軍

縮
の
専
門
家
ら
15
人
で
構
成
す
る
「
平
和

構
想
提
言
会
議
」
は
「
『
戦
争
の
時
代
』

を
拒
み
、
平
和
の
選
択
を
」
と
題
し
た
声

明
を
発
表
し
ま
し
た
。
声
明
で
は
政
府
に

対
し
、
憲
法
の
平
和
主
義
を
逸
脱
す
る
敵

基
地
攻
撃
能
力
（
反
撃
能
力
）
の
保
有
な

ど
の
軍
事
力
強
化
策
を
見
直
し
、
東
ア
ジ

ア
の
緊
張
緩
和
に
向
け
た
外
交
交
渉
を
重

視
す
る
政
策
転
換
を
求
め
ま
し
た
。

声
明
の
ポ
イ
ン
ト

①
安
保
３
文
書
の
下
で
、
岸
田
政
権
は
大

軍
拡
政
策
を
次
々
と
進
め
て
来
た
。

②
防
衛
・
安
保
政
策
の
大
転
換
に
つ
い
て
、

政
府
は
憲
法

と
の
関
係
を

論
じ
よ
う
と

す
ら
せ
ず
立

憲
主
義
は
瀕

死
の
状
態
に

あ
る
。
③
世

界
は
「
戦
争

の
時
代
」
へ

と
突
入
す
る

勢
い
で
あ
り
、
米
国
と
の
軍
事
同
盟
一
辺

倒
の
外
交
政
策
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。

④
軍
拡
を
押
し
と
ど
め
、
軍
事
力
強
化
を

平
和
外
交
に
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

声
明
の
「
政
府
へ
の
要
望
」

①
防
衛
・
安
保
政
策
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を

民
主
化
す
る
。
与
党
・
政
府
の
密
室
協
議

で
の
決
定
は
許
さ
れ
ず
、
数
々
の
軍
拡
政

策
を
見
直
す
。

②
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
的
緊
張
を
緩
和
し
信

頼
を
醸
成
す
る
た
め
の
対
話
を
促
進
す
る
。

③
平
和
主
義
を
堅
持
し
、
国
際
法
の
普
遍

的
適
用
を
求
め
る
。

（
小
池
康
夫
）

◆
護
憲
は
政
治
で
は
な
い

・
憲
法
四
条
で
、
天
皇
は
国
政
に
関
す
る

機
能
を
有
し
な
い
。

・
憲
法
九
九
条
で
、
天
皇
は
こ
の
憲
法
を

擁
護
す
る
義
務
を
負
う
。

憲
法
は
政
治
行
為
を
否
定
さ
れ
た
天
皇

に
護
憲
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
憲
法
は
護
憲
行
為
が
政
治
行
為

で
は
な
い
と
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

憲
法
15
条
と
で
、
政
治
活
動
を
禁
止
さ

れ
た
公
務
員
に

も
護
憲
の
義
務

を
負
わ
せ
て
い

る
。憲

法
は
政
治

で
は
な
く
、
政

治
は
憲
法
の
枠

内
で
行
う
国
家

統
治
で
あ
る
。

愛
川
（
康
）

◆
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
ど
こ
ま
で

権
力
者
の
真
意
に
食
い
込
む
の
か
？

久
し
ぶ
り
に
、
国
谷
裕
子
さ
ん
参
加
の

番
組
を
視
聴
し
ま
し
た
。
２
０
１
１
年
当

時
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
の
キ
ャ
ス
タ
ー

だ
っ
た
国
谷
さ
ん
は

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ぺ

レ
ス
首
相
に
「
安
全
保
障
よ
り
、
和
平
交

渉
」
を
追
求
す
べ
き
だ
と
迫
り
ま
し
た
。

当
時
の
ぺ
レ
ス
首
相
は
「
あ
な
た
の
言

う
ほ
ど
、
政
治
家
に
力
が
あ
る
の
か
私
は

分
か
り
ま
せ
ん
」
と
。

そ
れ
に
対
し
て
国
谷
さ
ん
は
「
あ
な
た

が
分
か
ら
な
い
の
で
す
か
、
長
年
、
政
治

家
の
立
場
に
あ
る
の
に
」
。

こ
の
よ
う
な
、
質
問
は
日
本
で
は
踏
み

込
み
す
ぎ
た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
こ
そ
、

マ
ス
コ
ミ
の
国
民
に
対
す
る
情
報
開
示
の

真
の
役
割
は
果
た
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

水
引
（
増
）

◆
公
平
性
は
ど
こ
に
行
っ
た
！

茅
ケ
崎
市
は
、
今
年
9
月
「
九
条
の
会
・

ち
が
さ
き
」
が
開
い
た
「
平
和
を
ね
が
う

講
演
と
音
楽
の
つ
ど
い
」
の
後
援
申
請
を

不
承
認
と
し
ま
し
た
。
同
会
の
行
政
不
服

審
査
請
求
に
対
し
、
市
は
不
承
認
の
理
由

を
「･

･
･

護
憲
に
向
け
た
活
動
の
み
を
行

う
団
体
で
あ
る
と
わ
か
る
」
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
憲
法
第
99
条
の
公
務
員
の
憲
法

擁
護
義
務
に
明
確
に
違
反
で
す
。
ま
た
重

要
な
決
定
の
理
由
文
が
「
～
含
ま
れ
る
と

思
わ
れ
る
」
「
～
で
あ
ろ
う
と
判
断
」
な

ど
、
不
明
確
で
責
任
逃
れ
の
説
明
と
は
笑

止
千
万
で
す
。
20
年
度
の
不
承
認
は
申
請

66
件
中
、
九
条
の
会
の
1
件
だ
け
で
し
た

（
23
・
12
・
29
朝
日
朝
刊
）
。

（
和
）

厚
木
市
議
会
「
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ

ザ
地
区
に
お
け
る
平
和
の
早
期
実
現

を
求
め
る
決
議
」
全
会
一
致
で
採
択

不
信
任
否
決
さ
れ
て
も
首
が
と
び

「
火
の
玉
」
に
忌
ま
わ
し
き
日
々
甦
る

よ
み
が
え

旭
町
（
紀
）

政
治
よ
り
裏
金
作
り
が
本
職
に

ブ
ギ
ウ
ギ
を
歌
っ
て
暮
れ
て
年
明
け
る

法
つ
く
る
議
員
は
法
を
守
ら
な
い

民
よ
り
も
自
分
が
上
の
自
民
党

攻
め
ら
れ
論
仮
定
以
前
に
武
器
持
つ
な

殺
戮
は
憎
悪
の
連
鎖
終
わ
り
無
し

裏
金
で
日
本
の
政
治
歪
め
ら
れ

嘘
と
金
違
法
だ
ら
け
が
国
葬
に

岸
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９
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９
６
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・
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時
代
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を
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と
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発
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ま
し
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で
は
政
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に
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し
、
憲
法
の
平
和
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を
逸
脱
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る
敵
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能
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有
な

ど
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を
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、
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に
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た
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を
重
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る
政
策
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を
求
め
ま
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。
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安
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書
の
下
で
、
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政
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は
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軍
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と
進
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て
来
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法
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の
関
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と

す
ら
せ
ず
立

憲
主
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状
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に
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世
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代
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と
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米
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の
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同
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軍
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強
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に
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い
。

声
明
の
「
政
府
へ
の
要
望
」

①
防
衛
・
安
保
政
策
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を

民
主
化
す
る
。
与
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決
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数
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軍
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見
直
す
。

②
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
的
緊
張
を
緩
和
し
信

頼
を
醸
成
す
る
た
め
の
対
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を
促
進
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る
。

③
平
和
主
義
を
堅
持
し
、
国
際
法
の
普
遍

的
適
用
を
求
め
る
。

（
小
池
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夫
）
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護
憲
は
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治
で
は
な
い

・
憲
法
四
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で
、
天
皇
は
国
政
に
関
す
る

機
能
を
有
し
な
い
。

・
憲
法
九
九
条
で
、
天
皇
は
こ
の
憲
法
を

擁
護
す
る
義
務
を
負
う
。

憲
法
は
政
治
行
為
を
否
定
さ
れ
た
天
皇

に
護
憲
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
憲
法
は
護
憲
行
為
が
政
治
行
為

で
は
な
い
と
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

憲
法
15
条
と
で
、
政
治
活
動
を
禁
止
さ

れ
た
公
務
員
に

も
護
憲
の
義
務

を
負
わ
せ
て
い

る
。憲

法
は
政
治

で
は
な
く
、
政

治
は
憲
法
の
枠

内
で
行
う
国
家

統
治
で
あ
る
。

愛
川
（
康
）

◆
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
ど
こ
ま
で

権
力
者
の
真
意
に
食
い
込
む
の
か
？

久
し
ぶ
り
に
、
国
谷
裕
子
さ
ん
参
加
の

番
組
を
視
聴
し
ま
し
た
。
２
０
１
１
年
当

時
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
の
キ
ャ
ス
タ
ー

だ
っ
た
国
谷
さ
ん
は

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ぺ

レ
ス
首
相
に
「
安
全
保
障
よ
り
、
和
平
交

渉
」
を
追
求
す
べ
き
だ
と
迫
り
ま
し
た
。

当
時
の
ぺ
レ
ス
首
相
は
「
あ
な
た
の
言

う
ほ
ど
、
政
治
家
に
力
が
あ
る
の
か
私
は

分
か
り
ま
せ
ん
」
と
。

そ
れ
に
対
し
て
国
谷
さ
ん
は
「
あ
な
た

が
分
か
ら
な
い
の
で
す
か
、
長
年
、
政
治

家
の
立
場
に
あ
る
の
に
」
。

こ
の
よ
う
な
、
質
問
は
日
本
で
は
踏
み

込
み
す
ぎ
た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
こ
そ
、

マ
ス
コ
ミ
の
国
民
に
対
す
る
情
報
開
示
の

真
の
役
割
は
果
た
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

水
引
（
増
）

◆
公
平
性
は
ど
こ
に
行
っ
た
！

茅
ケ
崎
市
は
、
今
年
9
月
「
九
条
の
会
・

ち
が
さ
き
」
が
開
い
た
「
平
和
を
ね
が
う

講
演
と
音
楽
の
つ
ど
い
」
の
後
援
申
請
を

不
承
認
と
し
ま
し
た
。
同
会
の
行
政
不
服

審
査
請
求
に
対
し
、
市
は
不
承
認
の
理
由

を
「･

･
･

護
憲
に
向
け
た
活
動
の
み
を
行

う
団
体
で
あ
る
と
わ
か
る
」
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
憲
法
第
99
条
の
公
務
員
の
憲
法

擁
護
義
務
に
明
確
に
違
反
で
す
。
ま
た
重

要
な
決
定
の
理
由
文
が
「
～
含
ま
れ
る
と

思
わ
れ
る
」
「
～
で
あ
ろ
う
と
判
断
」
な

ど
、
不
明
確
で
責
任
逃
れ
の
説
明
と
は
笑

止
千
万
で
す
。
20
年
度
の
不
承
認
は
申
請

66
件
中
、
九
条
の
会
の
1
件
だ
け
で
し
た

（
23
・
12
・
29
朝
日
朝
刊
）
。

（
和
）

厚
木
市
議
会
「
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ

ザ
地
区
に
お
け
る
平
和
の
早
期
実
現

を
求
め
る
決
議
」
全
会
一
致
で
採
択

不
信
任
否
決
さ
れ
て
も
首
が
と
び

「
火
の
玉
」
に
忌
ま
わ
し
き
日
々
甦
る

よ
み
が
え

旭
町
（
紀
）

政
治
よ
り
裏
金
作
り
が
本
職
に

ブ
ギ
ウ
ギ
を
歌
っ
て
暮
れ
て
年
明
け
る

法
つ
く
る
議
員
は
法
を
守
ら
な
い

民
よ
り
も
自
分
が
上
の
自
民
党

攻
め
ら
れ
論
仮
定
以
前
に
武
器
持
つ
な

殺
戮
は
憎
悪
の
連
鎖
終
わ
り
無
し

裏
金
で
日
本
の
政
治
歪
め
ら
れ

嘘
と
金
違
法
だ
ら
け
が
国
葬
に

２０２４年１月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０７２０２４年１月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０７
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追
従
の
大
軍
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な
く
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治
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外
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厚木市九条の会ネットワークでは、現在

「憲法９条は宝」の看板の設置運動を進めて

います。設置を希望される方は、会連絡先ま

で連絡をお願い致します。（写真は12月に設

置された厚木市山際の40枚目の看板）
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12月24日（日）午後１時からアミュー５０

４にてドキュメンタリー映画「ぼくたちは見

た―ガザ・サムニ家のこどもたち―」の上映

会が行われました。

緊急で厚木市九条の会ネットワークが主催

し、３７名の方が参加されました。人道支援

募金は2万2500円集まりました。

この映画の子供達は現

在20代～30代です。現在

は、この映画よりも過酷

な戦禍の中にいます。一

日も早い停戦を願わずに

はいられない。（大友）
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パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
地
区
を
支
配

す
る
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
と
イ
ス
ラ
エ

ル
軍
と
の
武
力
衝
突
が
始
ま
り
、
２
か
月

余
り
が
経
過
し
た
。

双
方
の
攻
撃
の
応
酬
は
、
特
に
パ
レ
ス

チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
地
区
に
お
い
て
、
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
、
既
に
1
万
8
千
人

を
超
え
る
犠
牲
者
が
出
て
い
る
。
中
で
も
、

子
供
た
ち
に
大
き
な
犠
牲
が
出
る
な
ど
、

た
い
へ
ん
悲
惨
で
悲
劇
的
な
状
況
が
続
い

て
い
る
。

（
中
略
）

厚
木
市
は
、
平
和
で
安
全
な
国
際
社
会

の
実
現
に
向
け
て
、
「
国
際
平
和
と
核
兵

器
廃
絶
を
求
め
る
都
市
」
を
宣
言
し
て
お

り
、
世
界
の
恒
久
平
和
は
、
市
民
の
共
通

の
願
い
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
厚
木
市
議
会
は
、
国
連
決
議

の
早
急
か
つ
完
全
な
履
行
に
よ
り
、
事
態

の
鎮
静
化
と
人
道
状
況
の
回
復
が
な
さ
れ
、

平
和
が
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
を
強
く
求

め
る
。

以
上
、
決
議
す
る
。
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